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自治研修所ホームページ 

本しおりや研修日程・研修カリキュラム・内容、各種様式は「青森県自治

研修所ホームページ」にも掲載しています。 

・ 自治研修所ホームページ 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/jitikensub5-ruuijikou.html 

または、県庁ホームページから検索 

 

・ 県職員は、「職員ポータル－リンク集－職員のひろば－青森県自治研修所 リ

ンク先へ」からアクセスすると便利です。 

 

自治研修所 🔍 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/jitikensub5-ruuijikou.html
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１ はじめに 

このしおりは、受講者の皆さんが研修期間中に快適な研修環境を保ち、規律ある生活を

送っていただくために必要なルールや施設の利用方法をまとめたものです。お互いが気持

ちよく生活できるよう、あらかじめよく読んで有意義な研修にしましょう。  

 

（１）研修開催の事前確認 

新型コロナウイルス感染拡大等の影響により、急遽、研修を中止する場合があります。 

  この場合には、自治研修所のホームページにてお知らせしていますので、研修所に向

かう前に、当該ホームページで「中止のお知らせがないか」を確認するようにしてくだ

さい。 

  ・自治研修所ホームページ https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/jitiken-top2.html 

または、県庁ホームページから検索              

 

（２）新型コロナウイルス感染防止対策の徹底 

 ① 基本を徹底 

    マスク（飛沫防止効果の高い不織布マスク等）の適切な着用、人との距離の確保、手

洗いや手指消毒、こまめな換気などの基本的な感染防止対策を徹底してください。 

特に、休憩や食事等で、やむを得ずマスクを外す際は、会話をしない、人との距離を

とるなど、細心の注意を払ってください。 

・研修所内各所に手指消毒用アルコールを設置していますので御利用ください。  

・受付前や食堂での整列時には、前後の人との距離の確保に留意してください。 

・食堂にはアクリル板を設置していますが、マスクを外しての会話をしないでください。 

また、食堂内では必要以上の会話（談笑等）も慎んでください。 

 

  ② 密を避ける 

三つの密（密集・密閉・密接）のどれか一つでも感染する可能性があります。屋外に

おいても油断することなく、「密」自体を避けるようにしてください。 

・研修所では、研修室及び宿泊室の定員を半減するとともに、施設の利用を一部制限し

ているほか、研修室のドアや窓を開放するなど換気を行っておりますので、御理解・御

協力をお願いします。 

 

  ③ 健康管理の徹底 

風邪症状、だるさ、喉・鼻の違和感が続くと感じたら、無理に出席せず、所属の研修担

当者に連絡のうえ、速やかに医療機関に相談してください。 

また、研修期間中、体調不良を感じた場合は、速やかに近くの職員に申し出てくださ

い。 

・研修所では、玄関及び大研修室前にフェイスサーモメーターを設置しています。体温

が 37.5 度以上ある場合は、入室せず、近くの職員に申し出て、その指示に従ってくだ

さい。 

 

自治研修所 🔍 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/jitiken-top2.html
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２ 携行品等 

区 分 内 容 

通勤者・宿泊者 

共 通 

筆記用具、内履き、マスク（研修期間中に必要な枚数）、箸・スプーン等

（自分の物を利用したい場合）※1 

宿泊者のみ 

洗面用具（歯ブラシ、コップ、ひげそり等）、タオル類、共済組合員証 

 [必要に応じ準備するもの] 

ティッシュペーパー、ヘアブラシ、部屋着（研修終了後の服装は自由）、

パジャマ、洗濯用洗剤、携帯灰皿※2 

 
研修所 

備付品 

〇 宿泊室 

ベッド、机、デスクライト、椅子、鍵付きロッカー（ハンガー２本）、

鏡、タオルハンガー 

〇 宿泊室フロア 

〔本館２階、３階〕 

洗 面 所：ヘアドライヤー（各２台）※3 

宿泊室前廊下：アイロン、ズボンプレッサー、掃除機※4 

洗濯室(１階）：洗濯機※5 

〔新館３階〕 

男女各洗面所：ヘアドライヤー（各２台）※3、洗濯機※5、 

リ ネ ン 室：アイロン、ズボンプレッサー 

宿泊室前廊下：掃除機※4 

〇 食 堂 

電子レンジ、電気ポット、冷蔵庫※6 

〇 浴 室 

リンスインシャンプー、ボディーソープ、ハンドソープ 

〇 当直室 ※ 使用したい場合は警備員に申し出てください 

ラジオ（２台）、自転車（３台） 

※１ 給食を申し込んでいる方には食堂の箸等を用意していますが、各自持参したものを使用し

ても構いません（使い捨て可）。必要となる箸やスプーン等は、事前に送付される研修案内メ

ールの献立表を参考にしてください。 

※２ 自治研修所は敷地内禁煙です。宿泊者に限り、17：15～23：00及び 6：30～8：25のみ宿

泊者用屋外喫煙場所において喫煙が可能です。 

※３ ヘアドライヤーは、本館２階、３階及び新館３階の男女各洗面所に２台ずつ設置していま

すが、頻繁に利用する方は持参してください。なお、ブレーカー容量に限りがあるので、使

用時は近隣の部屋と同時に使わないようにするなど、ブレーカーが落ちないよう留意してく

ださい。 

※４ 各宿泊室で使用できる掃除機は、本館２階、３階及び新館３階の廊下に１台ずつあります。

使用後は、必ず元の場所に返却してください。 

※５ 洗剤は備え付けていませんので、各自用意してください。洗濯機が空いていない場合は、

近くのコインランドリー（県民生協八重田店駐車場内）も利用してください。 

※６ 冷蔵庫を使用した場合は、退所時に必ず持ち帰ってください。 

 そのほか、必要に応じて各自持参してください。 
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３ 交通手段 

駐車台数に限りがありますので、原則として公共交通機関を利用してください。 

公共交通機関では研修開始時刻に間に合わない場合等は私用車を使用することができま

すが、研修の初日が火曜日～金曜日の場合は前泊できる場合があります。詳しくは、後段「９ 

通勤・宿泊及び食事有無の届出」の「（２）イ 宿泊・前泊の特例」をご覧ください。 

 

⑴ 青い森鉄道を利用する場合 

 

 

 

⑵ 青森市営バスを利用する場合  

  青森市営バス時刻表、運賃 https://www.city.aomori.aomori.jp/koutsu/jikokuhyou/index.html  

自治研修所までの主なバス路線（最寄りの停留所：自治研修所前） 

※１ 所要時間は目安です。朝の通勤時間帯や降雨・降雪時は目安よりも多く時間を要するこ

とがありますので、時間に余裕をもって利用してください。 

※２ 「県立中央病院行き」、「東バイパス経由」及び「沢田橋経由」は、「自治研修所前」に

は停車しません。 

《参考》最寄りの停留所 県立中央病院行き：県立中央病院前（自治研修所まで徒歩５分程度） 

東バイパス経由：県立中央病院通り（自治研修所まで徒歩 10分程度） 

沢田橋経由：沢田橋（自治研修所まで徒歩５分程度）  

乗り場 所要時間 ※１ 路 線 行 先 ※２ 

青森駅②のりば 

（青森駅前） 

30 分～40 分 

造道・八重田線  

県立中央病院前経由／東部営業所行き 

県立中央病院前経由／浅虫温泉駅行き 

県立中央病院前経由／築木館行き 

「県庁前」また

は「県庁通り」

を利用する場合 

20 分～30 分 

野内駅前 10 分～15 分 国道・古川線 

新町線 
県立中央病院前経由／青森駅行き 

沖館・新田線 県立中央病院前経由／野木和団地行き 

石江・新城線 県立中央病院前経由／西部営業所行き 

滝内・三内線 県立中央病院前経由／つくしが丘病院行き 

浪館通り線 県立中央病院前経由／慈恵会病院行き 

青い森鉄道 
青森市営バス 

10分 

自治研修所前 自治研修所 野内駅 

徒歩 

3分 

https://www.city.aomori.aomori.jp/koutsu/jikokuhyou/index.html
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⑶ 私用車を使用する場合 

受講者用駐車場を利用してください（研修所周辺での無断駐車は厳禁。）。駐車場内で発

生した事故・盗難等について、研修所では、一切責任を持ちませんのでご注意ください。 

国道方面から県病入口までの道路が非常に混み合う場合がありますのでご注意くださ

い。 

 

 

本

館
パソコン教室

第１講師控室

ロッカー 事務室

業務用駐車場

入口

障害者等用

駐車場

受講者用

駐車場

10月～

研修所工事期間中は

使用不可

玄関

　　　来客用駐車場

第６

講師

控室

ボイラー

室
第２講師控室

第４

講師

控室

第3

用品

庫

新館渡り廊下

新   　館

本　　館

厨 房
当直

室

ロビー

テニスコート

食 堂

男子

休憩

室

第１

用品庫 応接室

倉庫

談話コー

ナー

図書室

体育館

※使用中止

太陽光パネル

テニスコート

談話ホール
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４ 研修初日の受付時間等  

※ 前日に研修が開催されていない日など警備員が不在の日（毎週月曜日ほか）は、８時３０

分に開所します。公共交通機関等の事情によりそれよりも早く到着する場合は、事前にご連

絡ください。 

※ フルオンライン研修及び外部会場で実施する研修は、上記時間と異なる場合があります。詳し

くは、随時照会する研修案内のカリキュラム等でご確認ください。 

研 修 名 受 付 
開 講 ・ 

オリエンテーション 
講義開始 

基 

本 

研 

修 

新採用者前期・後期研修 

主事・技師研修 

主査研修 

主査第２部研修 

主幹研修 

管理者入門研修 

課長研修 

再任用者研修 
９：００ 

～  

９：４０ 

９：４５ 

～  

１０：００ 

１０：００ 

選 

択 

研 

修 

【１日のみの研修】 

ロジカルプレゼンテーション研修 

リスクマネジメント研修 

トレーナー研修（県) 

ダイバーシティマネジメント研修 

職場の業務の見直し・スリム化研修 

＜フルオンライン研修＞ 

ワンペーパー資料作成術研修 

人と組織のマネジメント力向上研修 

【２日間の研修】  

ロジカルシンキング研修 

独創力の鍛え方・コンセプトの作り方研修 

わかりやすい話し方・説明のしかた研修 

交渉力向上研修 ①・② 

タイムマネジメント研修 

女性職員のためのセルフマネジメント力向上研修 

９：２０ 

～  

１０：００ 

１０：０５ 

～  

１０：２０ 

１０：２０ 

＜フルオンライン研修＞ 

法制執務研修 

クレーム対応研修 

ＩＣＴ人材育成研修 
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５ 施設の利用時間 

新型コロナウイルスその他感染防止のため、当面の間、一部施設の利用を制限しています。 

区分 時間 

食 堂 

 朝  食 ７：３０ ～  ８：１５ 

 昼  食 １２：００ ～ １３：００ 

 夕  食 １７：３０ ～ １９：００ 

宿 

泊 

者 

入  浴 
１７：００ ～ ２２：００ 

（シャワーのみ ６：３０ ～  ８：３０） 

図書室、休憩室 ６：３０ ～ ２２：３０ 

娯 楽 室 
６：３０ ～  ９：００  

１７：００ ～ ２０：００  

テニスコート ６：３０ ～ 日没 

玄関施錠時間 ２３：００ ～ 翌日６：００ 

宿泊室冷暖房作動時間 

＊ 運転の目安 

 夏季 ２８℃ 

 冬季 ２０℃ 

本

館 

冷房 
夏季のみ常時作動可能 

（使用しないときはオフにしてください） 

暖房 
６：００～ ８：３０ 

１７：００～２２：３０ 

新

館 

   ６：００～ ８：３０ 

  １７：００～２２：３０ 

 （１）食堂の利用に係る留意事項 

・ 食事は、原則、食堂のみで取ってください。研修室等では食事できません。 

・ 朝食、昼食及び夕食時間以外の時間は、冷蔵庫及び自動販売機の利用以外には

入室できません。また、アルコール類を持ち込んで飲酒することはできません。 

・ 電子レンジ、電気ポットは利用時間内で自由に利用できます。 

（２）図書室、休憩室及びテニスコート（テニスラケット及びテニスボールの貸出しあり） 

利用可能時間内で自由に利用できます。 

テニスコートを利用する場合は、６：３０から研修開始前の間に利用する場合は前日

までに、研修終了後から日没までの間に利用する場合は当日１７：１０までに事務室へ

申し出てください。   

感染防止のため

休止中 
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６ その他施設利用一般 

（１）研修所内の室温 

省エネルギーに配慮し、夏季２８℃、冬季２０℃に設定しています。また、感染防止の

ため、常時ドアを開放するなど換気対策も行っています。寒い場合の貸出用ブランケット

を用意していますが、きめ細かな温度調整については服装管理等により対応してください。 

（２）救急用品 

風邪薬、頭痛薬、腹痛薬等は、事務室に備え付けてあります。必要な方は事務室（夜間は当

直室）に申し出てください。 

（３）鍵付きロッカー 

本館１階玄関ロビー、本館１階談話コーナー（大きな荷物用）及び新館２階談話ホールに

ロッカー（鍵付き）を設置していますので、ご自由にお使いください。 

（４）宿泊室、靴箱及びロッカーの鍵 

受講者の責任において管理してください。鍵を紛失した場合は弁償して頂きますので、ご注 

意ください。 

（５）車椅子用階段昇降機及び車椅子用トイレ 

車椅子用階段昇降機は、新館北側階段（１階～２階）に設置しています。車椅子用トイレ

（男女共用）は、本館１階と新館２階に１箇所ずつ設置しています。 

（６）受講者用掲示板 

受講者間のコミュニケーション用として、本館１階玄関ロビーの掲示板に受講者用のスペー

スを設けています。自由に使用して構いませんが、使用後は速やかに掲示物を撤去してくださ

い。 

（７）研修所内での拾得物 

研修終了後、２か月間保管しています。申し出がないものはその後処分しますので、ご注

意ください。 

（８）火災・事故等を発見した場合 

直ちに事務室（夜間は当直室）に通報し、職員の指示に従ってください。 

各宿泊室には避難経路が掲示されていますので、宿泊者は入室後速やかに確認してくださ

い。 

＜県職員のみ＞ 

（９）全庁ＬＡＮ接続用パソコン 

   事務室に設置していますので、利用したい場合は事務室に申し出てください。 

なお、８時３０分から１７時１５分以外の時間帯は、事務室に職員がいる場合に限り利用

できます。 

 

その他不明な点は、研修運営担当者又は本館１階事務室（夜間は当直室）に申し出てください。 
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７ 講義中 

（１）密閉できる容器（ペットボトル等）の飲料は、講義中でも研修室へ持込みできます。 

（２）講義内容の録音・撮影はできません。パソコンやタブレット等への打ち込み（板書等）

についても、打鍵音が周囲の集中力を削ぐ要因となりますので、認めていません。 

ただし、講師が認めた場合はこの限りではありません。 

（３）講義及び研修期間中は、軽装で差し支えありませんが、講師に礼を失することがないよ

うにしてください。（作業服、ジーンズ、トレーニングウェア、パーカー、スウェット等

カジュアルなものは不可。） 

ただし、新採用者前期研修の「接遇」及び新採用者後期研修の「知事講話」、並びに、

主事・技師研修の「副知事メッセージ」の際は、ジャケット等上着の着用をお願いします。 

（４）研修期間中、体調不良を感じた場合は、速やかに近くの職員に申し出てください。 

 

 

８ 欠席・回次変更（部局研修を除く） 

（１）欠席する場合は、原則として研修初日の前々週の木曜日までに、次の手続が必要です。

所属の研修担当者に相談をし、その指示に従ってください。 

① 所属長等への確認及び電話連絡 

欠席がやむを得ないかどうかを所属長等に確認の上、県人材育成推進員（総務担当グ

ループマネージャー等）、市町村研修担当課長又は研修担当者から自治研修所（研修業

務受託機関：日本経営協会青森県事業室 電話 017-737-1051）に電話連絡を行ってくだ

さい。 

② 「欠席届」の提出 

上記①の後、所属長の決裁を経て、文書番号を付した「欠席届（様式１）」を自治研修

所に電子メールで提出してください。 

（提出先：日本経営協会青森県事業室 メールアドレス nonpass-aomori@noma.or.jp） 

（２）受講回次の変更を希望する場合も、（１）同様、所属の研修担当者等に相談をし、その指

示に従ってください。 

（３）基本研修の日程の一部を欠席する場合、修了を認めるか否かは個別の内容に応じて判断

しますので、必ず事前に相談してください。 

（４）選択研修は、研修日程の一部を欠席する場合、原則として修了を認めません。 
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９ 通勤・宿泊及び食事有無の届出（部局研修を除く） 

（１）研修初日の前々週の木曜日まで（当該日が祝日に当たる場合等は、別途期限を指定）に、

日本経営協会青森県事業室から受講者に対し事前に送られる電子メールに記載している青

森県電子申請・届出システムの URLにアクセスし、宿泊・食事等確認届（様式２－１又は

様式２－２）を入力・提出してください。 

※ 宿泊及び食事を希望しない場合にも入力が必要です。 

※ 食事は、食物アレルギーに対応していません。申し込みの際は、自治研修所ホームページに掲

載している献立表を参考にしてください。 

・自治研修所ホームページ「自治研修所のしおり、受講に当たっての手続き等及び各種様式」 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/jitikensub5-ruuijikou.html 

または、県庁ホームページから検索               

※ 締切後の食事の変更やキャンセルは受け付けられませんので、ご注意ください。 

 

（２）通勤・宿泊について 

新型コロナウイルスその他感染防止のため、当面の間、２人部屋の宿泊室を１人で利用す

るよう割当てしています。宿泊希望者が宿泊数を上回った場合、宿泊人数を調整する場合が

あります。 

ア 通勤・宿泊の基準 

＜県職員の場合＞ 

  ① 勤務地又は住所地が青森市内の場合は、原則として「通勤」とする。 

② ①以外（勤務地、住所地いずれも青森市外）の場合は、原則として自治研修所に宿泊する。 

※ 私事都合等で自治研修所以外に宿泊する場合は、宿泊先から自治研修所までの旅費は

請求できません。 

③ ②の場合でも、次のいずれかに該当し人事課が承認する場合は、「通勤」とする。 

この場合、所属長の決裁を経て、文書番号を付した「通勤承認申請書（様式３）」を電子

メールで提出してください。 

（提出先：日本経営協会青森県事業室 メールアドレス nonpass-aomori@noma.or.jp） 

ａ 育児や家族の介護等がある場合で、他に代わる者がいない場合 

ｂ その他、特別な事情がある場合 

※ 宿泊に比べ旅費が増額することから、他に方法がないか熟慮の上、申請してください。 

 

＜市町村職員及び協定締結団体プロパー職員の場合＞ 

① 勤務地又は住所地が青森市内の場合は、原則として「通勤」とする。 

② ①以外（勤務地、住所地いずれも青森市外）の場合は、所属長の指定による。 

※ 受講者は、「受講予定者名簿」の「通勤・宿泊区分」を研修担当者に確認してください。 

自治研修所 献立 🔍 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/soumu/jinji/jitikensub5-ruuijikou.html
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イ 宿泊・前泊の特例 

上記の宿泊基準にあたらない場合でも、交通事情等により通勤が難しい場合や遠方からの

参加等の理由により自治研修所での前泊を希望する場合（土日祝日除く）は宿泊できる場合

がありますので、（１）の宿泊・食事等確認届を提出する前にご相談ください。 

  相談先：県人事課研修・人材育成グループ（自治研修所内） 電話 017-736-2011 

（３）食事について 

ア 研修期間中の食事は、県職員、市町村職員及び協定締結団体プロパー職員ともに受講者か

らの（１）の宿泊・食事等確認届による申し込みを受けて提供します。 

  通勤者、外泊者・・・研修期間中の昼食 

宿泊者・・・・・・・研修初日の昼食から最終日の昼食まで（昼食・夕食・朝食）  

イ ＜市町村職員及び協定締結団体プロパー職員のみ＞ 食事代の支払 

① 食事の単価 

朝 食 昼 食 夕 食 

３３０円 ４２０円 ４９０円 

   ② 支払方法 

研修初日に研修の受付を済ませた後、研修受付横の食事清算窓口にてお支払いください。 

    支払いは現金のみですので、なるべくお釣りのないように準備してください。 

（支払先：給食業務受託者） 

ウ 食事のとり方 

  食事をとる前に、食堂入口にある名簿で月日及び食事区分（朝食・昼食・夕食）を確

認の上、「〇」をつけてから食事を受け取ってください。 （食券の交付はありません） 

  食事は、申し込みを受けた人数分しか用意していません。食事をとる都度、上記名簿

により各自の申込内容を十分に確認し、誤って食べないよう注意してください。誤って

食べた場合、申込みをした受講者が食事できなくなります。 

エ 申し込み後に食事が不要となった場合 

   研修開始前に食材を購入しているため、食事をとらない場合でも食事代の払い戻しは

できませんが、食品の廃棄等環境への配慮及び廃棄コスト削減のため、速やかに食堂内

の名簿の不要となる食事に「×」を記入してください。 

 

（４）緊急時連絡先の入力について 

通勤・宿泊及び食事有無の届出と併せて、新型コロナウイルス感染拡大等の影響により急

遽研修の延期等を決定し、土日祝日など所属を通じた事前連絡が困難な場合の緊急連絡先を

入力していただいています。趣旨を御理解のうえ、御協力いただけますようお願いします。 

※ 詳細については、宿泊・食事等確認届（様式２－１又は様式２－２）や研修ごとに受講

者へ案内される入力フォームをご覧ください。 
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10 宿泊 

（１）寝具 

① シーツ類は、本館２階又は新館３階のリネン室に用意しています。各自、初日の１９

時までにシーツ２枚と枕カバー１枚を宿泊室に持って行ってください。 

なお、シーツ類は１日ごとに交換せず、原則として研修初日から研修最終日まで同じ

ものを使用してください。 

② 使用後のシーツ及び枕カバーは、研修最終日の９：００までにリネン室前の青いカ

ゴに返却してください。それ以外の物は入れないでください。 

③ 宿泊室が寒いと感じる場合は、リネン室から毛布を１枚持って行ってください。使用

後は、元の状態にたたみ直し、リネン室の元の場所に返却してください。 

④ 研修最終日に退室する際は、各部屋のロッカーに掲示している写真を参考に、寝具類

を入室時と同じ状態にたたんでください。 

⑤ 宿泊室の布団や毛布等を汚した場合は、速やかに事務室までご連絡ください。 

 

（２）冷暖房 

① 本館宿泊室の暖房及び新館宿泊室の冷暖房の作動時間は、本しおり６ページのとお

りです。作動時間を過ぎると運転が止まりますので、肌寒い場合は毛布を追加する等

により各自防寒対策を取ってください。 

② 本館・新館ともに、冷房及び暖房の温度調節は、各部屋で行ってください。 

  [本館] 冷房：エアコンのリモコン 暖房：窓側ボイラーの栓 

 本館の宿泊室のみ、各部屋のリモコンで冷房のオン・オフを操作できますが、

宿泊室を長時間離れる際にスイッチを切り忘れないよう注意してください。 

[新館] 冷房及び暖房：入口横のつまみ 

※ 気温の状況により、作動時間に関わらず冷暖房の運転を停止する場合がありますので

ご了承ください。 

 

（３）外出・外泊 

① 外出または外泊する受講者は、当直室前に備えている「外出・外泊簿」に所定の事項を

記入し、宿泊室の鍵は各自で保管してください。 

② ２３：００～翌日６：００の間は入所及び出所ができませんので、ご注意ください。 

 

（４）消灯 

   消灯は２３：００です。 
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（５）退室 

① 各宿泊室のゴミは、各階の廊下にあるゴミ箱に分別して捨ててください。 

② 退室する前に、宿泊室内に忘れ物がないかもう一度よく確認してください。忘れ物は、

研修終了から２か月後に処分しますので、ご注意ください。 

③ 宿泊室の鍵は、最終日の９：００までに大研修室前の談話コーナーの「鍵回収箱」に入

れてください。 

 

（６）その他 

研修所内での飲酒は原則禁止ですが、宿泊者については、自室で一人で飲酒する場合に限

り許可します。自室以外での飲酒（他の受講者の宿泊室、食堂、休憩室、談話ホール等）は

厳禁です。 

なお、研修所内にはアルコール飲料の自動販売機はありません。 

また、二日酔い等発熱を伴わない場合であっても、体調不良者には以降の講義を欠席して

いただきます（研修修了とならない場合もあります）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

研修中は公務出張中であることを忘れずに行動してください。 

 

これらのルールを守らずに施設内設備を汚損・破損した場合やトラブルを起こした 

場合は、所属に報告する場合があります。 
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11 提出書類（部局研修を除く） 

 

書類様式 対象者 提出期限 提出方法 

様式１ ※ 

 

欠席届 

 

欠席・回次変更

したい場合 

研修初日の

前 々 週 の 

木曜日 

電子メールで日本経営協会 

青森県事業室へ提出※※ 

（nonpass-aomori@noma.or.jp） 

様式２－１ 

様式２－２ 

 

宿泊・食事等確認

届／給食申込表／

緊急時連絡先につ

いて 

 

受講者全員 

 

 

電子申請・届出システムに 

入力 

（日本経営協会青森県事業室

から受講者へ事前に電子メー

ルで案内） 

様式３ ※ 

 

 

 

【県職員のみ】 

通勤承認申請書 

 

 

勤務地、住所地 

いずれも青森 

市外の職員が 

特別な事情で 

通勤したい場合 

電子メールで日本経営協会 

青森県事業室へ提出※※ 

（nonpass-aomori@noma.or.jp） 

※所属長の決裁を受け、文書番号を付して提出してください。 

  ※※電子メールを送信する際は、件名欄に研修名、所属名、氏名を入力してくださ

い。件名が入っていないと迷惑メールとして処理される恐れがあるため、件名は必

ず入力してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜問合せ先＞ 

【旅費以外】青森県研修業務受託機関 

一般社団法人 日本経営協会 青森県事業室 

電話：017-737-1051 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：nonpass-aomori@noma.or.jp 

【旅費関係】 

青森県人事課 研修・人材育成グループ 

電話：017-736-2011 

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：jichiken_k@pref.aomori.lg.jp 
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（様式１） 

（様式１） 

 

 

 

 
 

 

 

○○第    号   

令和 年 月 日   

 

青森県総務部人事課長  殿  

 

所  属  長 

（市 町 村 長） 

 

欠  席  届 

 

下記のとおり欠席したいので、届けます。  

 

記 

 

１ 職 員 

職 名 

氏 名 

２ 研 修 名 （ 第    回 ）              研修 

３ 研 修 期 間    年   月   日から   月   日まで 

４ 欠 席 の 期 間 

（一部欠席の場合） 

（研修日程の一部を欠席する場合のみ記入してください。） 

   年   月   日   時   分から 

年   月   日   時   分まで 

５ 欠席後の取扱い 

（回次変更等） 

□  第     回研修への変更を希望 

□  受講取りやめ 

６ 欠 席 の 理 由 

（単に「公務都合」等とせず、なるべく具体的に記入してください。） 

 

 

（注） 欠席届の提出の前に、必ず、県人材育成推進員（総務担当グループマネージャー等）、市

町村研修担当課長又は研修担当者から下記連絡先に電話をお願いします。 

また、欠席届は所属長の決裁を受け、文書番号を付して、研修初日の前々週の木曜日まで

に提出してください（公印省略で、電子メールにより提出してください。）。 

   【連絡先・提出先】青森県研修業務受託機関 一般社団法人 日本経営協会 青森県事業室 

        電話：017-737-1051 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：nonpass-aomori@noma.or.jp 
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（様式２－１）基本研修（新採用者前期研修除く）及び選択研修用 【表面】 

職名 氏名

Ⅰ　通勤・宿泊の確認

○

○

○

○

※ ［県職員の場合］通勤の特例

　　育児や家族の介護等がある場合で他に代わる者がいない場合等、特別な場合のみ認められます。

Ⅱ　旅行行程の確認（警察本部・病院局職員のみ記入してください。）

Ⅲ　食事の申し込み

研修期間中、自治研修所で食事をとる場合には、下記の給食申込表の該当する欄に「1」を記入してください。

空欄の場合は、食事は提供されません。

受託業者　殿

職名 氏名

　　下記のとおり、給食を申し込みます。

朝食 昼食 夕食

月 日

月 日 朝食 ¥330

月 日 昼食 ¥420

月 日 夕食 ¥490

合計

※食物アレルギーには対応していません。御了承ください。

該当する項目を選んでください。

宿泊・食事等確認届
提出日

研　修　名 研 修 期 間

所　属　名

自治研修所　給食申込表

　勤務地又は居住地が青森市内 ①通勤する

　勤務地及び居住地が青森市外

②自治研修所に宿泊する(一部宿泊を含む）

③外泊する（宿泊室は提供しません）

④青森市外の住所地から通勤する　※

　　人事課長の承認が必要となるため、「通勤承認申請書」（様式３）を本確認届の提出期限までに
 日本経営協会青森県事業室へ電子メールで提出してください。
　（市町村・協定締結団体職員は提出不要です。）

住　　　所

旅行行程等

※提出後の変更、キャンセルはできません。

研 修 名

所 属 名

日　　　　程

計 ※　市町村・協定締結団体職員は

　 研修初日に食事代をお支払い

　ください。（↑手書き対応）

届け出は「青森県電子申請・届出システム」により行います。

届け出を行っていただく際は、自治研修所よりURLをお知らせします。
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【裏面】 

 

・
・

※ ※


※ 電子メールがない場合は「なし」と記載してください。

　緊急時連絡先について〔全員入力〕

　　新型コロナウイルス感染症に関し、自治研修所では以下の対応を取ることとしていま
　すので、携帯電話番号及び電子メールアドレスをお知らせくださるようお願いします。
　（電話番号には -（ハイフン）も入力してください）

・ 　新型コロナウイルス感染拡大等の影響により急遽研修の延期等を決定し、土日祝日な
ど所属を通じた事前連絡が困難な場合は、電話か電子メールにより自治研修所から受講
者へ連絡します。

・
　研修終了後２週間以内に同じ研修の受講者から罹患者が出た場合は、同様にその旨を
自治研修所から受講者に連絡します。

　保健所からの要請に応じ、受講者の連絡先を保健所に対し情報提供することがありま
す。

・
　この情報は上記の対応が必要なときのみ使用し、研修終了から２週間後に廃棄しま
す。

　受講者個人への連絡ではなく、各所属（市町村及び協定締結団体の場合は研修担当
課）の研修担当者への連絡を希望する場合は、「研修担当者へ連絡希望」と記載してく
ださい。

　この場合、平日の勤務時間外や土日祝日などは、受講者ご本人へ緊急連絡が届かない
場合があることを予め御了承ください。

電話番号

（休日や勤務時間外でも緊急連絡を受け取ることができる電話番号）

・

・

・

電子メールアドレス

（休日や勤務時間外でも緊急連絡を受け取ることができる電子メールアドレス）
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（様式２－２）新採用者前期研修用 【表面】 

職名 氏名

１． 受講方法　〔全員入力〕

○ ○ ○

２． 通勤・宿泊の確認　〔自治研修所での受講者のみ〕

①通勤する

②自治研修所に宿泊する(一部宿泊を含む）

③外泊する（宿泊室は提供しません）

④青森市外の住所地から通勤する　※

※ ［県職員の場合］通勤の特例

　　育児や家族の介護等がある場合で他に代わる者がいない場合等、特別な場合のみ認められます。

● 旅行行程の確認 （警察本部・病院局職員のみ）

● 食事の申込

受託業者　殿

職名 氏名

　　下記のとおり、給食を申し込みます。

朝食 昼食 夕食 朝食 昼食 夕食

月 日 ¥330 ¥420 ¥490

月 日

月 日

月 日 合計

宿泊・食事等確認届
提出日

研　修　名 研 修 期 間

所　属　名 ${所属} ${職名} ${氏名}

自治研修所で受講 ライブ配信（１人で受講） ライブ配信（複数人で受講）

自治研修所での食事に申し込む場合は給食申込表の該当する欄に「1」、空欄の場合は食事は提供されません。

〔ライブ配信の受講者のみ〕受講用メールアドレス

● 通勤・宿泊の別

　勤務地又は住所地が青森市内 ○

　勤務地及び住所地が青森市外

○

○

○

　　人事課長の承認が必要となるため、「通勤承認申請書」（様式３）を本確認届の提出期限までに
日本経営協会青森県事業室へ電子メールで提出してください。

住　　　所

旅行行程等

● 提出後の変更、キャンセルはできません　　● 食物アレルギーには対応していません

自治研修所　給食申込表

研 修 名

所 属 名

日　　　　程

※　市町村・協定締結団体職員は

　 研修初日に食事代をお支払い
 　ください。計 （↑手書き対応）

届け出は「青森県電子申請・届出システム」により行います。

届け出を行っていただく際は、自治研修所よりURLをお知らせします。
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【裏面】 

 

 

・

※


※ 電子メールがない場合は「なし」と記載してください。

　３．緊急時連絡先　〔全員入力〕

　　新型コロナウイルス感染症に関し、自治研修所では以下の対応を取ることとしていま
　すので、携帯電話番号及び電子メールアドレスをお知らせくださるようお願いします。

・ 　新型コロナウイルス感染拡大等の影響により急遽研修の延期等を決定し、土日祝日な
ど所属を通じた事前連絡が困難な場合は、電話か電子メールにより自治研修所から受講
者へ連絡します。

・ 　研修終了後２週間以内に同じ研修の受講者から罹患者が出た場合は、同様にその旨を
自治研修所から受講者に連絡します。

電子メールアドレス

（休日や勤務時間外でも緊急連絡を受け取ることができる電子メールアドレス）

　保健所からの要請に応じ、受講者の連絡先を保健所に対し情報提供することがありま
す。

・ 　この情報は上記の対応が必要なときのみ使用し、研修終了から２週間後に廃棄しま
す。

　受講者個人への連絡ではなく、各所属（市町村及び協定締結団体の場合は研修担当
課）の研修担当者への連絡を希望する場合は、「研修担当者へ連絡希望」と記載して
ください。

　この場合、平日の勤務時間外や土日祝日などは、受講者ご本人へ緊急連絡が届かない
場合があることを予め御了承ください。

電話番号

（休日や勤務時間外でも緊急連絡を受け取ることができる電話番号）
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（様式３） 

 

令和 年 月 日

　人　事　課　長　　殿

1 職 員

2 研 修 名 （第 回）

年 月 日 から

月 日 まで

（私用自動車、バス、鉄道等）

　※私用自動車使用の場合は、距離数を記載してください。

5
通勤となる特殊
事情

（育児、介護などやむを得ない事情を具体的に記載してください。）

氏 名

現住所

研修

3 研 修 期 間

4 通 勤 手 段

職 名

○ ○ 第 号

所属長
（公印省略）

通 勤 承 認 申 請 書

　自治研修所研修の受講に当たって、下記のとおり当所属職員を通勤させたいので、承認される

よう申請します。

記

（注） 所属長の決裁を受け、文書番号を付して、研修初日の前々週の木曜日（宿泊・食事等確認届の提

出期限と同じ）までに電子メールで提出してください。

なお、受講に係る旅費（自治研修所費）が増額となることから、安易な申請はせず、他に方法が

ないか熟慮の上、申請してください。申請の結果は、追って人事課より通知します。

【提出先】青森県研修業務受託機関 一般社団法人 日本経営協会 青森県事業室

電話：017-737-1051 電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ：nonpass-aomori@noma.or.jp
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【県職員・県からの派遣職員対象】 

旅行命令について 

 

基本研修及び選択研修の旅行命令について、次の手続が必要です。 

（１）病院局及び警察本部の場合 

    人事課が旅費請求手続を行いますので、研修初日の前々週の木曜日までに、電子申

請・届出システムの宿泊・食事等確認届の入力フォームに旅行行程を入力してくださ

い。なお、県立中央病院の場合、旅費は発生しません。 

 

（２）市町村立小中学校の場合 

    各所属において旅行命令簿を作成し、研修終了後、速やかに管内の教育事務所へ旅

費を請求してください。 

  

（３）上記ア、イの所属以外の場合 

① 予算の内示 

人事課から所属へ、研修に係る旅費（自治研修所費）の概算額を内示します。 

② 旅行命令 

受講者本人（派遣職員の場合は、県所属課の研修担当者等）が統合庶務システムに

入力してください。 

※ 具体的な入力方法は、別紙「統合庶務システム入力時の留意点」を参照してください。 

※ 予算（自治研修所費）の残高不足の場合は、人事課研修・人材育成グループに連絡して

ください。その際は、以下の点を確認してください。 

・ 統合庶務システムへの入力ミスはないか。（旅行雑費や宿泊料の減額、通勤手当との調整等） 

・内示予算（自治研修所費）を対象外の旅行に執行していないか。（部局研修等） 

・内示予算（自治研修所費）の不足額はいくらか。 

 

 

 

自治研修所費を使用できるのは、自治研修所で行う「基本研修」及び「選択研修」

のみとなります。その他の研修には使用できません。 
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＜別紙＞ 

 

統合庶務システム入力時の留意点 

 

 

１ 支出科目は、「自治研修所費」 

統合庶務システムで、受講者本人が旅行命令を入力する際の支出科目は「自治研

修所費」です。自治研修所（人事課）が行う自治研修所研修（基本研修及び選択研

修）以外の支出には使用しないよう留意してください。（部局が主体的に行う「部

局研修」には、自治研修所費は使えません。） 

 

２ 自治研修所研修は、宿泊料及び旅行雑費を減額調整 

自治研修所研修は、宿泊料及び同一県内旅行の旅行雑費が支給されませんので、

統合庶務システムにより申請入力する際は、旅費請求画面において「請求」ボタン

をクリックする前に「調整額等入力」ボタンにより入力画面を表示させ、次のとお

り調整入力を行ってください。なお、送状の送付は不要です。 

 

通勤・宿泊 旅行の種別 調整額の入力方法 

通勤の場合 

（1日 1件ずつ 

入力する。） 

 

同一県内旅行 

路程総距離が

100ｋｍ未満 

・調整の必要なし。 

路程総距離が

100ｋｍ以上 

・調整額等入力画面で旅行雑費の減額

調整入力を行う。 ＜例１＞ 

同一県内旅行以外の旅行 ・調整の必要なし。 

宿泊の場合 

同一県内旅行 
・調整額等入力画面で旅行雑費及び宿泊料

の減額調整入力を行う。 ＜例２＞ 

同一県内旅行以外の旅行 

・調整額等入力画面で自治研修所宿泊分の

宿泊料と自治研修所（青森市）に到着及び

自治研修所（青森市）を出発した日以外の

日数分の旅行雑費の減額調整入力を行う。 

＜例３＞ 

【注意１】 この調整は、研修受講者に適用します。自治研修所主催の研修のほか、

他の所属が主催の研修も同じく調整します。ただし、次の場合は、旅行

雑費の減額調整は適用しませんので、旅行雑費分の減額調整の入力は不

要です。 

       ① 研修の講師 

       ② 会議の会場として使用されたとき 

 【注意２】 宿泊を要する場合で、単身赴任者等が実家等に宿泊し、実家等から自

治研修所に通勤する場合の、実家等～自治研修所間の交通費は支給され

ません。 

 



 

  ２２ 

  

 

○路程総距離及び旅行雑費計算結果は、「請求画面」で確認できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●通勤の場合の調整額入力例 

＜例１＞ 
   同一県内旅行で路程総距離が 100㎞以上 

  

  

※ 路程総距離が 100km未満の場合は、旅行雑費が 0円と計算されますので、 

  調整は不要です。 

 

送状不要 

「食卓料等」欄に、旅行

雑費 200 円にマイナスを

つけて入力する。 

宿泊料及び旅行雑費の減額

理由を入力する。 

注意：自治研修所主催の研修受講の場合は「自治研修

所費」、自治研修所主催以外の研修受講の場合は主催者

の指示する支出科目を入力します。 

 旅行手段ごとに入力

した距離が集計されて

表示されています。 

県内即日の旅行は、

路程総距離が 100ｋｍ

以上の場合、旅行雑費

が 200 円と計算されま

すので、これを減額し

ます。 
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●宿泊の場合の調整額入力例 

＜例２＞ 

宿泊の場合で同一県内旅行（３日間の場合） 

 

＜例３＞ 

宿泊の場合で同一県内旅行以外の旅行 

１日目：県外から自治研修所へ到着し前泊、２～３日目：研修受講、 

４日目：受講後自治研修所を出発し県外へ帰着 

 
 

 

 

 

 

 

「宿泊料調整額」欄に、

自動計算された宿泊料

定額分に全額マイナス

をつけて入力する。 

注意：減額調整は研修

期間中に限ります。前

泊・後泊の場合は、次

のようになります。 

①ホテル宿泊・・・・

宿泊料は定額支給。「○

月○日宿泊料調整な

し」と入力 

送状不要 

「食卓料等」欄に、旅行

雑費 600円（200円×3日）

にマイナスをつけて入力

する。 

「宿泊料調整額」欄に、自動

計算された宿泊料定額分を

全額マイナス入力する。 

送状不要 

宿泊料及び旅行雑費の減額

理由を入力する。 

「食卓料等」欄に、自治研修所に

到着した日及び自治研修所を出

発した日以外の日数分の旅行雑

費 2,400円（1,200円×2日）に

マイナスをつけて入力する。 

宿泊料及び旅行雑費の

減額理由を入力する。 

「宿泊料調整額」欄に、自動計算された宿泊料定額分に全額マイナスをつけて入力する。 

 

注意：減額調整は研修期間中に限ります。前泊・後泊の場合は、次のようになります。 

①ホテル宿泊・・・・宿泊料は定額支給。「○月○日宿泊料調整なし」と入力 

②実家等宿泊・・・・宿泊料は０円。「実家前泊」などと入力 

③自治研修所宿泊・・食事提供がある場合は０円、食事提供がない場合は１食あたり食卓料２分の１相当額

に調整する。「自治研修所前泊（食事提供あり） 自治研修所の研修受講のため宿泊

料及び旅行雑費減額」などと入力 
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